
登 録 記 念 物 一 覧

件数 名称 種別（※１） 登録基準（※２） 官報告示 所在地 所有者名

1 会津飯盛山白虎隊士墳墓域 遺跡関係 2 H31.2.26 会津若松市一箕町大字八幡字弁天下
公益財団法人会津弔霊
義会

2 会津東山温泉向瀧庭園 名勝地関係 1 R6.10.11 会津若松市東山町大字湯本字川向 株式会社向瀧

令和8年3月31日現在

（※２）登録基準
「登録記念物登録基準」（平成17年文部科学省告示第46号）では、文化財登録原簿に登録する記念物の基準を次のように定めている。

遺跡関係
  政治、経済、文化、社会に関する遺跡その他の遺跡（史跡及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを
除く。）のうち、原則として近代までのものであり、かつ、次の各号いずれかに該当するもの
　1.我が国の歴史を理解する上で重要なもの
　2.地域の歴史の特徴を表しているもの
　3.歴史上の人物等に関するもの

名勝地関係
　公園、庭園その他の名勝地（名勝及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。）のうち、原則として
人文的なものにあっては造成後50年を経過したもの又は自然的なものにあっては広く知られたものであり、かつ、次の各号いずれかに該当するも
の
  1.造園文化の発展に寄与しているもの
  2.時代を特徴づける造形をよく遺しているもの
  3.再現することが容易でないもの

動物、植物及び地質鉱物関係
  動物、植物及び地質鉱物（天然記念物及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。）のうち、国土
の成り立ち、自然の特徴又は人と自然の関わりを知る上で重要なものであり、かつ、次の各号いずれかに該当するもの
  1.我が国において作り出された飼養動物及び飼育地
  2.我が国において作り出された栽培植物及び生育地
  3.動物、植物並びに岩石、鉱物及び化石の標本
  4.前3号に掲げるもの以外の地域独特の自然物又は自然現象

（※１）種別
・遺跡関係
・名勝地関係
・動物、植物及び地質鉱物関係


